
指定訪問看護事業・指定介護予防訪問看護事業

社会医療法人 母恋
訪問看護ステーション母恋

　　当事業所が提供する訪問看護サービスについての相談窓口

　　　 電話　　０１４３－２２－１１４０　　ＦＡＸ　　０１４３－２２－１６６１

　　管理者　　　鈴木　明子

＊ご不明な点は、お気軽におたずね下さい。

　　　　　　　　　　　　　　様　　に対する訪問看護ｻｰﾋﾞｽ及び介護予防訪問看護ｻｰﾋﾞｽの提供に

当たり、厚生省令第37号（平成11年3月31日）第8条に基づいて、当事業所が説明すべき重要

事項は次の通りです。

１　　ご利用事業所の概要

２　　ご利用事業所の職員体制

員数

1

16

 理学療法士　2名  理学療法士(常勤）2名

 作業療法士　1名  作業療法士(常勤）1名

 事務員　1名

※理学療法士･作業療法士･言語聴覚士は、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものです

３　　営業日および営業時間

営業日 月曜日　　～　　金曜日

休　 日 土曜・日曜・祝日、特別休日（１２/３０～１/３）

営業時間 月曜日　　～　　金曜日　（８：３０～１７：００） ２４ 時 間
対応体制

  重  要  事  項  説  明  書　　兼　　同  意  申  込  書
（訪問看護事業）

事業所の名称 　社会医療法人 母恋　訪問看護ステーション母恋

所　在　地 　室蘭市新富町１丁目５番１３号

電話番号　・　ＦＡＸ 　ＴＥＬ　：　０１４３－２２－１１４０　　　　ＦＡＸ　：　０１４３－２２－１６６１

通常の事業の実施区域 　室蘭市・登別市

重業者の職種 資　　　格 勤務体制

管　理　者  看護師  常勤

看護師等  看護師　　11名（1名管理者兼務）  看護師 （常勤10名、非常勤1名）

 言語聴覚士　1名  言語聴覚士（非常勤）1名

 事務員（常勤）1名

（ ）



４　　事業の目的

　　　その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、
　　　心身の機能の維持回復を目指すことを目的とします。　

５　　運営の方針

　　　　１） 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの看護師等は、利用者の心身の状況等をふまえて日常生活動作の
　　　　　　維持、回復を図るとともに、生活の質を重視した在宅療養が継続できるように支援します。
　　　　２） 事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、包括支援センター、関係市町村、
　　　　　　地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なｻｰﾋﾞｽの提供に努めます。

６　　サービスの概要 （指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容）

　　　　１） 健康状態の観察と相談
　　　　２） 日常生活の援助と介護指導
　　　　３） 床ずれの予防や傷の処置
　　　　４） ターミナルケア
　　　　５） 医師の指示による医療処置
　　　　６） リハビリテーション
　　　　７） ご家族への介護方法や療養上の相談
　　　　８） 福祉サービスの利用についての相談

７　　緊急時における対応方法

　　　　１） 利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の
　　　　　　手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。

　　　　２） 利用者の不安を少しでも軽減するため、２４時間対応体制をとっています。

８　　虐待の防止

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な
　　　　　　措置を講じます。

　　　　１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。

　　　　２） 成年後見制度の利用を支援します。

　　　　３） 苦情解決体制を整備しています。

　　　　４） 従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

　　　　５） 虐待の防止のための指針を作成し、対策を検討する委員会を設立しています。

　　　　６） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養
護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを
市に通報します。

　　　要支援・要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、

虐待防止に関する責任者 管理者・鈴木　明子



９　　秘密の保持

　　　　１） 当事業所が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護において、業務上知り得た
　　　　　　利用者の情報は堅く秘密を保持します。職員が退職後も在職中に知り得た秘密を漏らす
　　　　　　ことがないよう必要な措置を講じます。

　　　　２） 事業者が実施するサービス担当者会議等において、個人情報を用いる場合は、
　　　　　　利用者及び家族から予め同意を得たうえで行います。

　　　　３） 個人情報保護に関しては、当事業所の基本方針に基づき実施します。

１０　　利用料

　　　　１）

　　　　２） 利用者が、医療保険法の適用を受ける場合は、医療保険各法に基づく本人負担分と
　　　　　　交通費等を請求させていただきます。

　　　　３） 医療保険、介護保険以外での訪問看護利用料は自費の請求となります。

　　　　４） 利用料金（介護保険・医療保険）別表をご参照ください。

１１　　利用者の解約権

　　　　利用者は、当事業所が行う指定訪問看護サービス及び指定介護予防訪問看護サービスに
　　　ついては、いつでも解約することができます。

１２　　事業所の解除権

　　　　事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、
　　　その理由を記載した文書により、この契約を解除することができます。この場合、事業所は
　　　居宅サービス計画（ケアプラン）を作成した介護支援事業所にその旨を連絡します。

１３　　サービスに関する苦情処理

　　　　当事業所が行う指定訪問看護サービス及び指定介護予防訪問看護サービスにおいて
　　　苦情が発生した場合には、管理者・苦情相談窓口に速やかに連絡し必要な措置を講じる。
　　　苦情の内容に応じて利用者に対する事実の確認、連絡調整、改善を行なうとともに、必要
　　　により訪問看護担当者、事業所の変更等の対応を行います。

　　　　相談、要望、苦情、の対応は下記で承ります。
　　　　１） 担当者　　鈴木　明子　　（管理者）
　　　　２） 連絡先　　電話　　　 ０１４３－２２－１１４０

　　　　　　 ＦＡＸ　　 ０１４３－２２－１６６１

１４　　事故発生時の対応

　　　　当事業所が行う指定訪問看護サービス及び指定介護予防訪問看護サービスにおいて
　　　事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、主治医等に速やかに連絡し、
　　　必要な措置を講じる。当事業所の責めに帰すべき理由により、利用者またはその家族に
　　　損害が発生した場合は、速やかに損害を賠償します。

　　　 　　急性増悪時は医療保険適用による訪問看護料の請求となります。

利用者が、介護保険法の適用を受ける場合は、原則として利用料の1割（一定以上の所得の

　　　 ある方は2割）の額として請求させていただきます。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えて

　　　　　サービスを利用した場合、超えた額の全額をご負担いただきます。また、厚生大臣が定める疾病や



１５　　看護体制強化加算

　　　　算定日の属する月の前六月において利用者総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した
　　　利用者の占める割合が百分の五十以上、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が
　　　百分の二十以上、算定日の属する前十二月においてターミナルケア加算を算定した利用者が
　　　一名以上、または五名以上算定するにあたり以上の基準にすべて該当した月は算定します。

１６　　第三者による評価の実施状況

１７　　その他

　　　　当事業所は、教育の一環として研修・実習生を受入れております。同行訪問することも
　　　ありますので、ご協力ください。

　　　　指定訪問看護サービス及び指定介護予防訪問看護サービス開始に当たり、利用者に

　　　対して本書面に基づいて上記重要事項を説明しました。

　　　　　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　指定訪問看護事業・指定介護予防訪問看護事業者

　　　　所在地　　室蘭市新富町１丁目５番１３号

　　　　名　 称　　社会医療法人 母恋

　　　　　　　　　　 訪問看護ステーション母恋

説明者　 氏名

　　　　1．事業者の提供する訪問看護を受けるにあたって、事業者が実施するサービス担当者

　　　会議等において、必要な範囲内での利用者及び家族の個人情報を用いることに同意します。

　　　　2．当ステーションは、看護体制強化しております。算定基準に適合する月は

　　　　看護体制強化加算を算定することに同意します。

　　　　私は、本書面により、事業者から指定訪問看護ｻｰﾋﾞｽ及び指定介護予防訪問看護ｻｰﾋﾞｽに

　　　ついての重要事項の説明を受け、同意の上利用を申し込みます。

利 用 者 住  所

氏  名

同 意 者 氏  名 続柄（　　　　　　）

    第三者評価の実施

あり　　・　　なし
実施した直近の年月日

　　実施評価機関名称

　　結果の開示


